
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
六
号

法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
民
主
社
会
に
お
け
る
法
の
権
威
を
確
保
す
る
た
め
、
法
廷
等
の
秩
序
を
維
持
し
、
裁
判
の

威
信
を
保
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
制
裁
）

第
二
条
　
裁
判
所
又
は
裁
判
官
（
以
下
「
裁
判
所
」
と
い
う
。
）
が
法
廷
又
は
法
廷
外
で
事
件
に
つ
き
審
判
そ
の
他

の
手
続
を
す
る
に
際
し
、
そ
の
面
前
そ
の
他
直
接
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
、
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
裁
判

所
が
命
じ
た
事
項
を
行
わ
ず
若
し
く
は
執
つ
た
措
置
に
従
わ
ず
、
又
は
暴
言
、
暴
行
、
けヽ
んヽ
騒
そ
の
他
不
穏
当
な

言
動
で
裁
判
所
の
職
務
の
執
行
を
妨
害
し
若
し
く
は
裁
判
の
威
信
を
著
し
く
害
し
た
者
は
、
二
十
日
以
下
の
監
置

若
し
く
は
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２
　
監
置
は
、
監
置
場
に
留
置
す
る
。

（
事
件
の
審
判
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
制
裁
は
、
裁
判
所
が
科
す
る
。

２
　
前
条
第
一
項
に
あ
た
る
行
為
が
あ
つ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
場
で
直
ち
に
、
裁
判
所
職
員
又
は
警
察
官

に
行
為
者
を
拘
束
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
拘
束
の
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
監
置
に

処
す
る
裁
判
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
直
ち
に
そ
の
拘
束
を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
）

第
四
条
　
制
裁
を
科
す
る
裁
判
は
、
決
定
で
す
る
。

２
　
前
項
の
裁
判
は
、
第
二
条
第
一
項
に
あ
た
る
行
為
が
終
つ
た
時
か
ら
一
箇
月
を
経
過
し
た
後
は
、
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

３
　
裁
判
所
は
、
裁
判
を
す
る
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
証
人
尋
問
そ
の
他
の
証
拠
調
べ
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
に

よ
る
証
拠
調
べ
の
場
合
の
例
に
よ
る
。

４
　
制
裁
を
科
す
る
裁
判
を
し
た
と
き
は
、
手
続
に
要
し
た
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
本
人
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
抗
告
及
び
異
議
の
申
立
）

第
五
条
　
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
判
所
若
し
く
は
簡
易
裁
判
所
又
は
そ
の
裁
判
官
の
し
た
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
対

し
て
は
、
本
人
は
、
裁
判
が
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
そ
の
裁
判
が
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
高
等
裁
判
所
に
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
抗
告
を
す
る
に
は
、
申
立
書
を
、
原
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
裁
判
所
は
、
抗
告
を

理
由
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
原
裁
判
を
更
正
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
裁
判
を

取
り
消
し
、
又
は
本
人
の
利
益
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
抗
告
は
、
裁
判
の
執
行
を
停
止
す
る
効
力
を
有
し
な
い
。
但
し
、
抗
告
裁
判
所
及
び
原
裁
判
所
は
、

抗
告
に
つ
い
て
裁
判
が
あ
る
ま
で
、
裁
判
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
高
等
裁
判
所
又
は
そ
の
裁
判
官
の
し
た
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
本
人
は
、
そ
の
高
等
裁
判
所
に
異

議
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
異
議
の
申
立
に
は
、
抗
告
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

（
特
別
抗
告
）

第
六
条
　
抗
告
又
は
異
議
の
申
立
に
つ
い
て
高
等
裁
判
所
の
し
た
裁
判
に
対
し
て
は
、
本
人
は
、
左
の
事
由
が
あ
る

こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
に
、
最
高
裁
判
所
に
特
に
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
憲
法
の
違
反
が
あ
る
こ
と
、
又
は
憲
法
の
解
釈
に
誤
が
あ
る
こ
と
。

二
　
最
高
裁
判
所
の
判
例
と
相
反
す
る
判
断
を
し
た
こ
と
。

三
　
最
高
裁
判
所
の
判
例
が
な
い
場
合
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
抗
告
又
は
異
議
の
申
立
に
つ
い
て
し
た
高
等
裁

判
所
の
判
例
と
相
反
す
る
判
断
を
し
た
こ
と
。

２
　
前
項
の
抗
告
の
提
起
期
間
は
、
五
日
と
す
る
。

３
　
前
条
第
二
項
前
段
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
抗
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
執
行
）

第
七
条
　
制
裁
を
科
す
る
裁
判
は
、
裁
判
官
の
命
令
で
執
行
す
る
。

２
　
監
置
の
裁
判
を
執
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
、
収
容
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
収
容

状
は
、
勾
引
状
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
裁
判
官
の
指
揮
に
よ
つ
て
執
行
す
る
。

３
　
収
容
状
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
中
勾
引
状
の
執
行
に
関

す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
の
命
令
で
過
料
に
係
る
も
の
は
、
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

５
　
過
料
の
裁
判
の
執
行
は
、
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
そ
の
他
強
制
執
行
の
手
続
に
関
す
る

法
令
の
規
定
に
従
つ
て
す
る
。
た
だ
し
、
執
行
前
に
裁
判
の
送
達
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

６
　
第
一
項
及
び
前
二
項
の
規
定
は
、
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７
　
監
置
の
裁
判
の
執
行
は
、
当
該
裁
判
が
あ
つ
た
時
か
ら
三
箇
月
を
経
過
し
た
後
は
、
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

８
　
監
置
の
裁
判
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
裁
判
の
執
行
に
よ
つ
て
著
し
く
健
康
を
害
す
る
虞
が
あ
る
と
き
、

そ
の
他
重
大
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
本
人
の
請
求
又
は
職
権
に
よ
り
、
当
該
裁
判
の
執
行
を
停
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
償
）

第
八
条
　
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
つ
き
、
第
五
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
取
消
の
裁
判
を
受
け
た
者
が
、
す
で

に
当
該
制
裁
を
科
す
る
裁
判
の
執
行
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
国
に
対
し
て
、
当
該
制
裁
を
科
す
る
裁

判
の
執
行
に
よ
る
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
第
二
項
の
収
容
状
に
よ
る
抑
留
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
監
置
の
裁
判
の
執
行
と
み
な

す
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
無
罪
の
裁
判
を
受
け
た
者
の
補
償
に
関
す
る
刑
事
補
償
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
一
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
補
償
決
定
の
公
示
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
規
則
）

第
九
条
　
制
裁
を
科
す
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
こ
え
な
い
範
囲
内
で
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
八
日
法
律
第
一
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
中
、
第
五
十
三
条
の
規
定
は
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
部
分
は
、

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
同
法
附
則
第
一
項
但
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
申
し
立
て
ら
れ
た
民
事
執
行
、
企
業
担
保
権
の
実
行
及
び
破
産
の
事
件
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
事
件
に
関
し
執
行
官
が
受
け
る
手
数
料
及
び
支
払
又
は
償
還
を
受
け
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
二
六
日
法
律
第
一
一
〇
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
新
民
訴
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
五
日
法
律
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
十
条
中
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
五
十
二

条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
百
二
十
五
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1



（
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
二
十
五
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定

め
る
。
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